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近世の牡鹿半島における漁業紛争の処理

一
、
は
じ
め
に

村
落
の
共
同
体
的
性
格
を
求
め
る
に
は
、
二
つ
の
接
近
法
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
、
村
落
内
の
家
相
互
の
結
合
を
諸
指
標
に
よ

っ
て
と
ら
え
、
結
合
の
重
複
度
を
も
っ
て
共
同
体
的
性
格
を
求
め
る
も
の
で
、

い
わ
ば
内
部
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
(
鈴
木
一
九
四

O
の
自
然
村
、
水
津
一
九
六
四
、

一
九
六
九
の
集
団
積
分
体
他
)
。
も
う
一
つ
は
、
対
立
関
係
に
あ
る
単
位
を
求
め
、

乙
の
単
位
を
も
っ

て
共
同
体
的
性
格
を
有
し
得
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
、

い
わ
ば
外
部
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
(

1

)

(

臼
B
S己
居
包
w

。g
R

Hmwup 
服
部
一
九
五
四
、
川
崎
一
九
五
七
他
)
。
後
者
の
外
部
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
と
っ
て
は
特
に
紛
争
の
考
察
が
必
要
と
な
る
。
紛

争
は
様
々
に
定
義
さ
れ
て
い
る
(
〉
ロ

Z
2
5
8
w
川
島
一
九
七
二
、

棚
瀬
一
九
七
七
、

千
葉
一
九
七
六
、
七
八
他
)
が
、
本
稿
で
は
、

紛
争
を
個
人
か
ら
国
家
に
至
る
各
レ
ベ
ル
で
見
い
出
せ
る
心
理
的
葛
藤
か
ら
武
力
的
戦
争
を
も
含
め
た
包
括
的
な
意
味
を
有
す
る
も
の
と
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し
て
と
ら
え
る
。

近
世
臼
本
の
漁
業
紛
争
(
漁
業
に
関
係
す
る
紛
争
)
を
扱
う
研
究
は
、

そ
の
紛
争
の
と
ら
え
方
に
よ
っ
て
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
た
だ
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し
、
詳
細
な
記
述
が
成
さ
れ
て
い
て
も
紛
争
を
と
ら
え
る
視
点
が
明
確
で
な
い
も
の
(
羽
原
一
九
五
三

t
五
五
、
山
口
一
九
四
八
他
)
は

除
く
。ω村

落
構
造
の
変
化
を
示
す
指
標
と
し
て
漁
業
紛
争
を
と
ら
え
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
農
村
の
漁
村
化
に
伴
う
地
先
村
持
漁
場
の
成
立
過

程
を
重
視
す
る
(
荒
居
一
九
六
三
、
吉
川
一
九
六
三
、
川
名
・
堀
江
・
田
辺
一
九
七

O
、
七
一
、
七
二
〉
。

ω村
落
間
(
む
ら
と
む
ら
)
の
結
び
つ
き
を
示
す
指
標
と
し
て
紛
争
を
と
ら
え
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
漁
業
紛
争
の
存
在
を
も
っ
て
対
立

関
係
を
重
視
す
る
(
池
野
一
九
五
七
三

ω村
落
の
共
同
体
的
結
束
を
示
す
指
標
と
し
て
紛
争
を
と
ら
え
る
も
の
で
あ
り
、
村
持
漁
業
権
を
守
る
た
め
に
他
村
と
紛
争
が
生
じ
、

そ

の
紛
争
に
よ
っ
て
村
内
秩
序
が
再
確
定
す
る
と
い
う
(
服
部
一
九
五
四
)
。

ωは
人
文
地
理
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ

1
7
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、

ωお
よ
び

ωは
必
ず
し
も
共
同
体
的
性
格
の
解
明
を

目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
考
察
も
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
の
接
近
法
に
お
い
て
前
述
の
外
部
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
共

通
す
る
も
の
が
あ
る
。

ωは
視
点
か
=
り
し
て
外
部
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
好
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
近
世
日
本
の
漁
業
紛
争
を
扱
う
諸

研
究
に
お
い
て
は
、
紛
争
の
発
生
原
因
お
よ
び
紛
争
の
存
在
そ
の
も
の
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
の
反
面
、
近
年
法
学
や
人
類
学
で
研
究
の
必

要
性
が
説
か
れ
る
紛
争
の
処
理
過
程
(
〉
ロ
ゲ
町
立
前
掲
、
の
己
ロ
4
R
E誌
、
川
島
一
九
七
二
、
棚
瀬
一
九
七
二
、
七
七
、
千
葉
一
九
六
八
、

七
六
、
七
八
、
成
田
一
九
七
九
他
)

に
つ
い
て
は
考
察
が
不
十
分
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
近
世
の
牡
鹿
半
島
を
例
と
し
て
漁
業
紛
争
の
処
理
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
ζ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
処
理
過
程
に
お
け

る
近
世
村
落
相
互
の
結
び
つ
き
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
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浜方
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村

1/ 

組一各陸方

二迫

磐井郡流

登米郡

桃生郡

{南方(栗原郡一迫，

j北方l栗原郡三迫，

奥州仙台領i中 奥{栗原郡佐沼，

( 奥 |本吉郡南方，

l牡鹿郡

グ

1/ 

入肝大肝入代官郡奉行

(佐々木1966，牡鹿郡誌による〉

ニ
、
資
料
お
よ
び
地
域
の
概
観

ω資
料

資
料
と
し
て
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
牡
鹿
郡
狐
崎
浜
平
塚
家
文
書
」
、
石
巻
市

牧
浜
山
口
家
蔵
「
山
口
家
文
書
」
そ
し
て
宮
城
県
史
、
石
巻
市
史
、
石
巻
市
史
編
纂
資
料
、
雄

勝
町
史
各
所
収
の
文
書
等
を
用
い
た
。

構

牡
鹿
郡
の
行
政
組
織
は
(
第
一
・
二
図
)
奥
州
仙
台
領
が
南
方
・
北
方
・
中
奥
・
奥
の
四
地

機

区
に
分
け
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
を
郡
奉
行
が
支
配
し
、
中
奥
は
さ
ら
に
五
地
区
に
分
け
ら
れ
、

そ

配

れ
ぞ
れ
を
代
官
が
支
配
し
た
。
そ
の
う
ち
牡
鹿
郡
は
陸
方
・
浜
方
に
二
分
さ
れ
、
浜
方
は
さ
ら

き

つ

ね

ぎ

き

く

ぐ

な

り

お

な

が

わ

に
狐
崎
組
・
十
八
成
組
・
女
川
組
の
三
組
に
分
け
ら
れ
、
陸
組
と
あ
わ
せ
て
計
四
人
の
大
肝
入

支村

が
そ
れ
ぞ
れ
を
支
配
し
た
(
佐
々
木
一
九
六
六
お
よ
び
牡
鹿
郡
誌
)
。

郡第2図

「
牡
鹿
郡
狐
崎
浜
平
塚
家
文
書
」
は
、

乙
の
浜
方
狐
崎
組
の
大
肝
入
を
長
期
間
勤
め
た
家
で

発
見
さ
れ
た
も
の
(
宮
城
県
史
編
纂
委
員
会
一
九
五
三
)
で
あ
り
、
内
容
は
狐
崎
組
内
の
こ
と

が
中
心
と
な
る
。
「
山
口
家
文
書
」
は
、

か
つ
て
牧
浜
の
肝
入
か
組
頭
を
勤
め
た
と
思
わ
れ
る

家
で
三
年
程
前
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
公
式
名
称
が
無
い
の
で
本
稿
で
は
そ
の

よ
う
に
仮
称
す
る
。
次
に
前
述
の
資
料
を
も
と
に
地
域
の
概
観
を
述
べ
る
。

ω地
域
の
概
観

狐
崎
組
十
六
カ
村
の
各
村
は
村
高
・
戸
数
と
も
に
小
規
模
で
、
村
高
は
三

O

石
以
下
、
戸
数
は
五

O
戸
以
下
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
(
第
一
・
二
表
)
。
こ
の
よ
う
な
小
村
が
、



⑥ 

Jケj拝領手|一石 (1716-36)1(1772-81)1 (1808) 1 (1834) 1 (1870 

祝田浜| 3.87 16.03 14.46 16.05 

佐須浜 2. 12 8.51 8.0 8.86 8目 86

小竹浜 2.52 16.53 16.26 16.54 16.54 

折 浜 5.45 8.50 7. 16 8.69 8.67 

桃 浦 13.05 22.75 23.81 23.27 24.72 25.35 

月 浦 3. 15 11. 02 10.57 11.11 11. 11 

侍 浜 0.93 4.26 4.09 4.28 4.28 

荻 浜 18.57 23.60 24.05 24.39 26.18 

小積浜 18.55 22.29 19.76 23.67 23.69 

牧 浜 3. 15 14. 14 14.74 14.90 14.90 

竹 浜 1. 41 13.27 11.73 14. 18 14. 18 

狐崎浜
(ママ)

3.80 25.97 22.33 22.53 27.07 26.35 

福貴浦 6.76 23.83 22.08 25.59 25.59 

小網倉浜 18.20 29. 16 28.05 30.57 32.02 

清水田浜 10.84 13.63 15.52 15.52 

田代浜 99.53 111. 081 118.58 121. 73 121. 57 

⑤ 

高

④ 

近世の牡鹿半島における漁業紛争の処理

村

③ 

第 1表

② ① 
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佐々木(1966)

牡鹿郡誌

風土記御用書出(宮城県史，石巻市史〉

牡鹿郡狐崎浜平塚家文書(目録番号69)

佐々木(1966)

明治三年陸前国郷村高帳

①

②

③

④

⑤

⑥

 

ほ
ほ
大
綱
(
大
型
の
定
置
網
)
で
主
に

鮪
を
漁
獲
お
よ
び
大
網
専
用
の
漁
場
を

所
有
し
て
お
り
(
第
三
表
)
、
特
に
狐
崎

浜
・
竹
浜
・
福
貴
浦
で
は
鮪
大
網
漁
業

が
中
心
的
漁
業
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る。

一
方
、
桃
浦
・
月
浦
・
侍
浜
・
荻

浜
・
小
積
浜
・
佐
須
浜
の
六
カ
村
は
正

徳
五
(
一
七
一
五
)
年
頃
に
各
々
鮪
大
網

を一

l
ニ
挺
、
鰯
地
引
網
を
三

l
九
挺

所
有
し
て
い
た
が
、
鮪
を
漁
獲
す
る
こ

と
は
稀
で
夏
・
秋
の
鰯
地
引
網
漁
業
が

当
時
は
中
心
で
あ
っ
た
。
同
じ
頃
、
折

浜
も
鰯
地
引
網
を
五
挺
所
有
し
て
お

り
、
上
記
六
カ
村
と
同
様
な
状
態
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
桃
浦
は
大

網
を
二
挺
所
有
し
た
が
寛
永
十
三
(

六
三
六
)
年
か
ら
寛
文
年
中
に
か
け
て
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izrlF年間戸口|ヂ年間戸ヂ|文官頭|天号2吋 F51司1764ー 72)I (1772-81) I (1808) (1831)カ 881ー 7)

祝回浜 21人 22人 27戸

佐須浜 40戸 45 41 16 

小竹浜 66 68 64 51 

折 浜 18 19 16 25 

朝包 浦 61 79戸 64 58 66 

月 浦 享御保百姓4⑥4245 47 41 32 

{寺 浜 15 15 14 13 

荻 浜 26 25 22 17 

小積浜 20 17 14 17 

牧 浜 20 19 16 11 

竹 浜 15 16 13 16 

狐崎浜 37 41 37 32 40 

福貴浦 25 25 21 21 

小網倉浜 15 24 15 

清水田浜 8 
30 

10 

田代浜 135 117 103 115 

⑤ ④ 

数

③ 

一戸第2表

② ① 

封内風土記(仙台叢書所収〉

風土記御用書出(宮城県史・石巻市史〕

牡鹿郡狐崎浜平塚家文書(目録番号69)

天保2年牡鹿郡狐崎組浜々無類大漁記録

宮城県史編纂委員会，文部省史料館蔵牡鹿郡狐崎文書目録

陸前田牡鹿郡地誌

牡鹿郡狐崎浜平塚家文書(目録番号98)

①

②

③

④

 

⑤ 

⑥ 

数
十
年
聞
は
製
塩
を
行
な
い
、
大

網
漁
業
は
一
時
中
止
し
た
。
寛
文

年
中
(
一
六
六
一

1
七
三
)
か
ら
再

び
大
網
漁
業
を
始
め
時
々
不
漁
と

な
り
な
が
ら
も
享
保
三
(
一
七
一

八
)
年
に
至
っ
て
い
る
。
祝
白
浜

も
同
様
に
享
保
四
年
以
前
六

O
年

聞
は
製
塩
等
で
大
網
漁
業
を
一
時

中
止
し
た
。

こ
の
よ
う
に
狐
崎
組
の
各
村
は

大
網
漁
場
を
所
有
は
し
て
い
て

も
、
な
か
に
は
一
時
的
に
大
網
漁

業
を
中
止
し
、
製
塩
業
や
鰯
地
引

網
漁
業
な
ど
を
行
な
う
と
乙
ろ
も

あ
っ
た
。

三
、
漁
業
紛
争
の
発
生
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第3表大網漁場数

ょと~I 江 戸 時 代 I121iT i間 i

狐

崎

組

十

J¥ 

成

組

祝田浜 1~2 享保4(1719) 

佐須浜 2~3 享保 4(1719) 1 

小竹浜 2 文化12(1805) 2 

折 浜

朝包 浦 2 寛永13(1636)，慶長カ

月 浦 2 享保 4(1719)，貞享カ 1 

イ寺 浜 1~2 正徳 5 (1715) 

荻 浜 1~2 正徳 5 (1715) 

小積浜 1~2 正徳 5 (1715) 

牧 浜 1 寛永21(1644) 1 

竹 浜 5 3 

狐崎浜 2カ 3 

福貴浦 2 慶長年中(1596-1615) 1 

小網倉浜
明治16年には
あった。

回代浜

給分・小問l 3 慶長年中(1596-1615)

大原浜 天和 3 (1683) 

網地・長渡

鮎川浜

① 牡鹿郡狐崎浜平塚家文書，および山口家文書

② 渡辺(1901)

③ 宮城県漁業基本調査報告書

④今井・船山(1960)

6 

3 

4 

5 

2 

④ 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

6 

3 

4 

網地3，長渡2

3 
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漁
業
紛
争
(
前
述
の
よ
う
に
漁
業
に
関
係
す
る
紛
争
を
総
じ
て
漁
業
紛
争
と
す
る
)
は
狐
崎
組
内
に
限
っ
て
も
近
世
初
期
か
ら
後
期
に

か
け
て
か
な
り
頒
繁
に
生
じ
て
い
る
。
前
述
の
資
料
を
も
と
に
漁
業
紛
争
の
発
生
原
因
を
み
る
と
紛
争
当
事
者
双
方
の
言
い
分
が
異
な
る

こ
と
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
大
網
の
網
位
置
に
よ
り
、

一
方
が
不
漁
で
困
る
と
い
う
の
に
対
し
、
他
方
は
不
漁
の
は
ず
が
無
い
と
申
し
出

た
り
す
る
。
ま
た
、
漁
場
の
境
界
に
関
し
て
は
、

一
方
が
こ
の
海
区
は
か
つ
て
双
方
入
会
で
網
漁
業
を
行
っ
て
き
た
と
言
え
ば
、
他
方
は

古
く
か
ら
自
村
の
み
が
使
用
し
て
き
た
し
侵
入
者
は
追
い
払
っ
て
き
た
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
乙
で
文
書
か
ら
読
み
と
れ
る
範
囲
内
で

紛
争
の
発
生
原
因
を
大
ま
か
に
二
分
し
た
。
そ
れ
は
村
持
漁
場
の
境
界
を
越
え
た
漁
業
活
動
に
よ
っ
て
紛
争
と
な
る
、
漁
場
境
界
に
関
す

る
も
の
と
、
魚
道
の
上
手
に
あ
る
網
の
位
置
に
よ
り
、
下
手
の
網
の
漁
獲
が
制
限
さ
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
紛
争
と
な
る
、
網
位
置
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
。

乙
れ
を
さ
ら
に
漁
業
種
類
に
よ
っ
て
、
大
網
と
大
網
の
紛
争
、
小
漁
(
鰯
ゃ
い
る
か
、
鮪
な
ど
を
採
取
)
と
小
漁
の
紛
争
、
大
網
と
小

漁
の
紛
争
の
三
つ
に
分
け
、
全
体
を
六
分
し
た
(
第
四
表
)
。
紛
争
の
発
端
は
い
ず
れ
も
一
部
の
者
同
志
の
接
触
で
あ
る
が
、
紛
争
の
発
生

か
ら
そ
れ
が
処
理
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
み
る
と
、
漁
業
紛
争
は
大
体
に
お
い
て
村
と
村
の
対
立
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

漁
場
境
界
に
関
す
る
紛
争
事
例
は
十
五
カ
所
で
み
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
小
漁
と
小
漁
が
境
界
に
つ
い
て
紛
争
を
生
じ
た
元
禄
十
四
(
一

七
O
一
〉
年
の
尾
浦
と
御
前
浜
、
同
年
の
御
前
浜
と
指
ケ
浜
の
両
紛
争
(
い
ず
れ
も
女
川
組
内
)
が
処
理
さ
れ
、
解
決
し
た
和
談
内
容
を

み
る
と
(
附
、
「
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
」
の
目
録
番
号
を
記
す
。
以
下
目
録
番
号
の
み
)
、
海
境
の
明
確
化
は
も
と
よ
り
、
引
網
・
あ
ぐ

り
網
な
ど
漁
業
種
類
に
よ
る
操
業
場
所
や
鮪
漁
の
口
明
け
期
日
等
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、

乙
れ
は
地
先
村
持
漁
場
の
成
立
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。
他
の
事
例
で
は
必
ず
し
も
こ
れ
ほ
ど
詳
細
な
と
り
き
め
は
見
ら
れ
な
い
が
、
漁
場
境
界
に
関
す
る
紛
争
が
生
じ
て
い
る
と
と

か
ら
、
同
様
に
地
先
村
持
漁
場
が
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
仙
台
藩
で
は
地
先
村
持
漁
場
が
明
治
初
年
ま
で
一
般
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第4表漁業紛争の発生原因

漁業種類 |紛争の原因| 事 伊j

漁場境界 I・佐須浜一祝回浜(享保4，安永2，安永8)

-佐須浜一小竹浜(文化12)

-竹政6浜) 牧浜(寛永21，享保6，元文4，天明 2，安

-竹浜狐崎浜(宝永6，文化4，14， 15，文政 2，
寛政5)

大網一大網 -竹日文浜・狐崎浜一大原化7浜，・給分小t邦l・網2)地浜・十八
浜・鮎川浜(文 8， 15，文政

網 位置 -福貴浦一大原浜・給分小測(天和3，宝暦2)①

-福貴保浦一7)給分小沸u(慶長年中，文化13，14， 15， 
天 6，

-佐須浜一小竹浜(享保4以前，享保4，文化12)

-佐須浜一祝回浜(安永2，8) 

-桃浦一月浦(享保4)

-流留村一根岸村渡波宿(宝永4，元文3)②

-尾浦一御前浜一指ケ浜(元禄14)

-給分浜一十八成浜(元禄15)

-竹浜一狐崎浜(宝永8)

漁場境界 -月浦桃浦(貞享カ，享保7，11， 15， 16) 

-荻浜一小積浜(正保3)③
小漁一小漁 -荻i浜一侍浜〔享保13)

-船越浜一大須浜熊沢浜(寛永~元禄~安永〕④

-出島一尾浦(文政 3)

-大原浜一小網倉浜(寛延2)

網 位置 -竹浜一牧浜・小積浜・荻浜(寛延年中，嘉永7)

-竹浜一荻浜・小積浜(嘉永 3)

-折浜佐・小浜竹(浜 桃浦・月浦・侍浜・荻浜・小積浜
須 正徳 5)

漁場境界
-福貴浦一小網倉浜(天保5)

大網一小漁
-大原浜一給分浜(延宝 5)⑤

網 位置

-折浜佐・小竹(浜一桃鴻・月浦・侍浜・荻浜・小積浜
須浜正徳 5)

-大原浜一給分浜(延宝 5)⑤

資料牡鹿郡狐崎浜平塚家文書，山口家文書
①③は今井・船山(1960)による ②木村(1979)による
④田中(1976)による ⑤旧藩時漁業裁許例
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化
し
て
い
な
い
、

と
す
る
意
見
(
荒
居
一
九
七

O
)
は、

乙
の
牡
鹿
半
島
周
辺
で
は
妥
当
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

先
に
漁
業
紛
争
の
発
生
原
因
を
二
分
し
た
が
、
紛
争
発
生
お
よ
び
そ
の
処
理
過
程
を
規
範
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
分
類
し
考
察
す
る

乙
と
も
必
要
と
考
え
る
(
〉
ロ
σ
町
立
前
掲
、
川
島
、
前
掲
、
の
己

7
2
前
掲
、
棚
瀬
一
九
七
七
、
千
葉
一
九
七
八
)
。
規
範
が
存
在
す
る

場
合
は
そ
の
規
範
に
従
わ
な
い
こ
と
が
紛
争
の
発
生
原
因
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
決
め
ら
れ
た
位
置
に
網
を
設
置
し
な
い
等
。
乙
の
場
合

は
違
反
者
が
規
範
に
従
う
と
い
う
方
向
に
紛
争
は
処
理
さ
れ
る
。
規
範
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
紛
争
の
発
生
原
因
を
確
認
す
る
こ
と
が

さ
ら
に
難
し
く
な
り
、
当
事
者
双
方
の
交
渉
に
よ
っ
て
新
た
に
規
範
が
設
け
ら
れ
る
方
向
に
紛
争
は
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ

る。
四
、
漁
業
紛
争
の
処
理

A 

行
政
機
関
に
よ
る
紛
争
処
理

郡
村
の
司
法
事
務
は
前
述
の
行
政
機
関
(
郡
奉
行
・
代
官
・
大
肝
入
等
)
が
担
当
し
た
(
佐
々
一
九
六

O
、
高
柳
一
九
六

O
)
の
で
あ

る
が
、
牡
鹿
半
島
に
お
け
る
漁
業
紛
争
の
処
理
に
つ
い
て
は
乙
の
行
政
機
関
が
審
級
制
的
な
性
格
を
有
し
た
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
漁
業
紛
争
の
処
理
過
程
は
い
く
つ
か
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
紛
争
が
発
生
し
、
当
事
者
同
志
の
交
渉
に
よ
っ
て
解
決

す
れ
ば
、
介
入
者
無
し
で
紛
争
が
処
理
さ
れ
た
乙
と
に
な
る
(
前
段
階
)
。
当
事
者
同
志
で
は
解
決
し
な
い
場
合
、
村
の
肝
入
に
処
理
を
依

頼
す
る
。
当
事
者
双
方
の
村
肝
入
等
の
交
渉
に
よ
っ
て
こ
れ
を
解
決
す
れ
ば
、
紛
争
は
肝
入
の
介
入
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
こ
と
に
な
る

(第

I
段
階
)
。
乙
れ
で
も
解
決
し
な
い
場
合
、
大
肝
入
に
処
理
を
依
頼
す
る
。
大
肝
入
・
肝
入
等
が
話
し
合
い
に
よ
っ
て
こ
れ
を
解
決
す

れ
ば
、
紛
争
は
大
肝
入
の
介
入
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
(
第

1
段
階
〉
。
乙
れ
で
も
解
決
し
な
い
場
合
は
代
官
に
処
理
を
依
頼



す
る
。
代
官
参
加
の
下
に
解
決
す
れ
ば
、
紛
争
は
代
官
の
介
入
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
(
第

E
段
階
)
。
乙
れ
で
も
解
決
し
な

い
場
合
は
郡
奉
行
(
御
郡
司
)
に
処
理
を
依
頼
す
る
。
郡
奉
行
参
加
の
下
に
解
決
す
れ
ば
、
紛
争
は
郡
奉
行
の
介
入
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
(
第

W
段
階
)
。

ω第
I
段
階

同
同
一
大
肝
入
支
配
下
の
紛
争
例

安
政
六
(
一
八
五
九
)
年
に
竹
浜
と
牧
浜
が
大
網
網
位
置
の
乙
と
で
紛
争
を
惹
起
し
た
。
網
位
置
の
変

更
を
当
事
者
が
竹
浜
側
へ
申
し
入
れ
た
が
聞
か
れ
ず
、
牧
浜
村
中
お
よ
び
組
頭
が
牧
浜
肝
入
に
「
御
吟
味
被
成
下
度
如
斯
奉
願
上
候
」

(
山
口
家
文
書
)
と
紛
争
の
処
理
を
願
い
出
て
い
る
。

近世の牡鹿半島における漁業紛争の処理

川
支
配
達
い
の
紛
争
例

文
化
七
(
一
八
一

O
)
年
、
大
網
網
位
置
が
原
因
の
狐
崎
浜
・
竹
浜
(
狐
崎
組
)
と
大
原
浜
等
六
カ
浜
(
十
八

成
組
)
の
紛
争
例
が
あ
る
。
海
上
で
の
口
論
の
後
、

「
先
年
之
通
岸
ぷ
段
々
相
定
ル
通
百
七
拾
弐
尋
ニ
而
立
方
罷
成
候
様
御
吟
味
被
成
下
度
拙
者
共

御
連
判
を
以
奉
願
上
侯
」
(
山
)
と
大
原
浜
・
給
分
浜
・
小
淵
浦
・
網
地
浜
・
鮎
川
浜
各
村
瀬
主
・
網
子
が
大
原
浜
・
給
分
浜
・
小
淵
浦
・
網

地
浜
・
十
八
成
浜
・
鮎
川
浜
各
村
肝
入
へ
紛
争
処
理
を
願
い
出
て
い
る
。

両
事
例
と
も
に
前
述
の
処
理
過
程
の
ど
の
段
階
で
紛
争
が
解
決
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
前
者
は
大
肝
入
、
後
者
は
代
官
が
紛
争
処

理
に
関
与
し
て
い
る
。
第

i
段
階
に
て
紛
争
が
処
理
さ
れ
解
決
し
た
記
録
は
現
在
の
と
乙
ろ
見
い
出
し
得
な
い
。

ω第
E
段
階
(
第
五
表
〉

同
同
一
大
肝
入
支
配
下
の
紛
争
例

享
保
四
(
一
七
一
九
〉
年
の
漁
場
境
界
に
関
す
る
佐
須
浜
と
祝
田
浜
の
紛
争
例
で
は
「
其
件
ニ
市
者
何
方
江

111 

網
立
罷
申
候
哉
様
子
承
度
由
御
百
姓
之
内
両
人
宛
両
度
手
紙
相
添
罷
遺
ニ
付
一
円
ニ
相
心
得
不
申
儀
ニ
存
候
問
又
以
祝
回
浜
江
両
人
ニ
手
紙
相
添
違
申
所

ニ
手
紙
之
返
事
ハ
無
之
:
:
t
又
以
弥
四
郎
(
祝
田
浜
肝
入
、
遠
藤
に
よ
る
)
方
江
証
状
承
届
ニ
両
人
ヲ
以
申
遺
候
又
々
証
拠
之
訳
ハ
無
之
」
(
則
)
の
よ
う



第5表紛争処理の諸段階

N
H
H
 

段階| 和談した事例 |資 料| 結末不明の事例 l資 料

-流留村一根岸村渡波宿(元文 3) 木村 (1979) 竹浜牧浜(安政6) 山口家文書
-竹浜一牧浜(天明 2) 山口家文書 -月浦一桃j浦(享保4，11， 15， 16) 98，102，104， 
-竹浜一狐崎浜(宝永6，寛政5，文化4) 93，94，116 -荻浜一小積浜(享保3，元文2) 195，108，109 

-佐須浜一祝回浜(享保4，安永2) 100，101，114， 
-荻浜一侍浜(享保13，延享3)

98，99，149 
E 115 103， 110， 111， 

-荻浜一小積浜(延享1，3) 150，151 -折浜・小竹浜一桃浦積・月浦・侍浜浜(・荻浜 148 

今(井196・0船)山
小浜・佐須 正徳 5)

98 -福貴浦一大原浜・給分浜小~J浦(宝暦 2) -福貴浦一小網倉(天保5) 143 
-祝回浜一小竹浜(安永2) 114 

-竹浜一牧浜(寛永21) 山口家文書 -福貴浦一給分浜・小沸iJi甫(文化13，14，15， 144，145 

-竹浜一狐崎浜(宝永8，文化14，15) 95，96，97 天保6，7)

-竹浜一牧浜・小積浜・荻浜(嘉永7) 山口家文書 -竹浜・狐崎浜一大地七7原浜，8浜，・1・給八15分成，文浜浜政小・湖Ui甫・
83，116，117， 

網 十 鮎川浜 124， 125， 126， 
-荻浜一小積浜(寛文1，8) 99 (文イ 4，15， xii& 2) 127，140，141， 

E -佐須浜一小竹浜(文化12) 129，130，131 142 

-分浜一指浜(元禄11) 雄勝町史 -月浦一桃浦(享保16) 106，107 

-尾浦一御前浜一指浜(元禄14) 146 

-大原浜一小網倉浜(寛延 2) 112 

・福貴浦一大原浜・給分浜小測浦(天平日 3) 今井・(船196山0) 

-流留村一根岸村渡波宿，評定所(宝永 4) 木村(1979) -竹浜一狐崎浜(文化12) 139 

-給分浜一十八成浜，御郡司(元禄15) 147 
-荻浜一小積浜(正保3) 今井・船山N 

他 -佐須浜一祝回浜，御郡司(寛政9) 118，119，120， 960) 
121， 122， 123 

-大原浜一給分浜，御郡司(延宝5) 許旧例藩時漁業裁

資料 牡鹿郡狐崎浜平塚家文書(資料番号は史料館所蔵史料目録による)



に
、
祝
田
浜
が
設
置
し
よ
う
と
す
る
網
位
置
に
つ
い
て
肝
入
同
士
山
で
何
度
か
や
り
と
り
が
あ
っ
た
も
の
の
坪
が
明
か
ず
に
、
「
内
々
ニ
而
双

論
(
争
論
、
相
論
カ
、
遠
藤
に
よ
る
)
仕
候
而
者
当
年
之
大
綱
差
支
ニ
罷
成
至
而
難
儀
一
一
奉
存
侯
条
私
共
少
畑
高
所
持
仕
大
綱
猟
斗
渡
也
ニ
仕
者
共
-
一
御

座
侯
故
無
是
悲
(
是
非
ヵ
、
遠
藤
に
よ
る
)
御
披
露
仕
候
乍
恐
祝
田
浜
憶
成
証
状
罷
届
御
如
何
様
ニ
茂
被
仰
付
下
置
度
奉
願
上
候
」
(
川
〉

と
、
佐
須
浜

肝
入
・
組
頭
・
御
百
姓
計
三
九
名
が
大
肝
入
に
紛
争
処
理
を
願
い
出
て
い
る
。

天
明
二
(
一
七
八
二
)
年
の
大
綱
網
位
置
に
関
す
る
竹
浜
と
牧
浜
の
紛
争
例
で
は
「
御
吟
味
被
成
下
度
由
牧
浜
肝
入
組
頭
過
ル
十
四
日

御
訴
申
上
候
処
五
ケ
浜
肝
入
中
場
所
御
見
分
」
(
山
口
家
文
書
)
と
あ
る
よ
う
に
、
牧
浜
肝
入
・
組
頭
が
大
肝
入
に
紛
争
処
理
を
願
い
出

で
、
五
カ
村
の
各
肝
入
が
網
位
置
の
現
場
検
証
を
行
い
(
大
肝
入
の
命
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
)
、
「
椙
片
付
候
」
と
紛
争
を
処
理
・
解
決
し

近世の牡鹿半島における漁業紛争の処理

大
肝
入
へ
そ
の
旨
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
は
他
村
肝
入
が
活
動
し
た
例
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

削
支
配
違
い
の
紛
争
例

宝
暦
二
(
一
七
五
二
)
年
の
福
貴
浦
(
狐
崎
組
)
と
大
原
浜
・
給
分
浜
小
淵
浦
(
十
八
成
組
〉
と
の
大
網
網
位

置
に
関
す
る
紛
争
例
で
は
、

「
当
年
福
貴
浦
大
網
杭
沖
江
出
迷
惑
之
所
々
大
原
浜
給
分
浜
小
測
浦
よ
り
訴
申
出
候
ニ
付
今
日
双
方
肝
入
同
道
潮
所
見
分

申
候
」
(
今
井
・
船
山
一
九
五
八
)
と
あ
り
、
必
ず
し
も
大
肝
入
・
他
村
肝
入
の
介
入
が
明
確
で
は
な
い
が
、
同
書
末
尾
に
、
新
山
浜
・
網
地

浜
・
松
川
浜
(
鮎
川
浜
カ
も
し
く
は
泊
浜
カ
、
遠
藤
に
よ
る
)
、
狐
崎
浜
・
牧
ノ
浜
・
田
代
浜
・
小
網
倉
浜
〈
前
三
者
は
十
八
成
組
、
後

四
者
は
狐
崎
組
)
各
村
肝
入
と
、
狐
崎
組
な
ら
び
に
十
八
成
組
両
大
肝
入
が
連
署
し
て
い
る
乙
と
か
ら
、
紛
争
処
理
に
参
加
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

支
配
達
い
の
紛
争
例
に
お
い
て
第

1
段
階
で
解
決
し
た
も
の
は
本
事
例
が
唯
一
で
あ
り
、
他
は
全
て
第
目
段
階
に
達
し
て
い
る
。
本
事

例
の
場
合
、
紛
争
の
発
生
原
因
は
天
和
三
(
一
六
八
三
)
年
の
双
方
の
申
し
合
わ
せ
に
福
賞
浦
が
違
反
し
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

113 

規
範
か
ら
の
背
離
が
原
因
で
あ
る
。
天
和
三
年
の
規
範
と
は
福
貴
浦
の
大
綱
網
位
置
の
決
定
を
さ
す
が
、

乙
れ
は
紛
争
の
結
果
案
出
さ
れ
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た
も
の
で
あ
る
。
乙
の
規
範
成
立
以
前
の
天
和
三
年
の
紛
争
は
「
御
代
官
衆
御
披
露
之
申
上
候
依
之
我
口
共
見
分
ニ
右
場
所
ニ
罷
越
」

(
今
井
船
山
、
前
掲
)
と
あ
る
よ
う
に
代
官
も
参
加
し
て
い
る
。
乙
の
両
紛
争
例
は
規
範
の
有
無
に
よ
る
紛
争
発
生
原
因
の
質
的
な
違
い

に
応
じ
て
、
処
理
過
程
の
段
階
が
異
な
る
乙
と
を
示
す
好
例
と
い
え
る
。

ω第
E
段
階
(
第
五
表
)

同
同
一
大
肝
入
支
配
下
の
紛
争
例

文
化
十
四
(
一
八
一
七
)
年
の
竹
浜
と
狐
崎
浜
の
大
網
網
位
置
に
関
す
る
紛
争
例
は
次
の
通
り
で
あ

る
。
文
化
四
三
八

O
七
)
年
の
始
末
書
に
「
此
末
四
丁
目
大
阿
ミ
永
代
竹
浜
ニ
而
相
立
申
間
敷
事
」
(
山
)
と
あ
り
、
竹
浜
の
四
丁
目
大

網
は
永
代
止
網
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
び
行
な
う
ら
し
い
と
聞
き
、
狐
崎
浜
は
「
直
談
仕
侯
処
左
様
之
義
不
聞
得
」
(
山
)
と
竹
浜

肝
入
に
問
う
が
否
定
さ
れ
る
。
「
又
以
風
唱
ハ
御
座
候
間
度
々
申
遣
候
」
と
、

そ
れ
以
後
何
度
も
事
実
を
問
う
の
だ
っ
た
が
、

い
ず
れ
も

「
網
は
設
置
し
な
い
」
と
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
竹
浜
は
大
綱
を
勝
手
に
設
置
し
て
し
ま
い
、
狐
崎
浜
は
乙
の
網
を
切
り
放
す
と
い

う
実
力
行
使
に
出
る
。
竹
浜
は
「
一
村
挙
市
之
願
之
儀
」
と
し
て
、
往
年
の
如
く
四
丁
目
大
網
を
設
置
で
き
る
よ
う
に
「
御
下
知
被
成
下

置
度
奉
願
上
候
」
と
肝
入
・
与
頭
・
瀬
主
を
し
て
陸
方
大
肝
入
に
紛
争
処
理
を
願
い
出
る
。

一
方
、
狐
崎
浜
肝
入
・
組
頭
か
ら
申
し
出
を

受
け
た
狐
崎
組
大
肝
入
は
、

乙
の
旨
陸
方
大
肝
入
に
報
告
す
る
。
そ
し
て
陸
方
大
肝
入
は
「
御
取
合
御
吟
味
御
指
図
被
成
下
置
〈
度
)
奉
存

候
」
と
代
官
に
処
理
を
依
頼
し
て
い
る
。
規
範
か
ら
の
背
離
が
原
因
の
紛
争
で
あ
り
な
が
ら
代
官
に
達
し
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

寛
文
元
(
一
六
六
一
)
年
の
荻
浜
と
小
積
浜
の
村
境
紛
争
例
で
は
「
小
積
浜
荻
浜
村
境
石
峠
峰
，
S
海
道
切
大
木
戸
浜
通
者
あ
つ
く
し
回
境
ニ
御

座
候
而
先
年
β
塚
御
座
候
処
小
積
浜
之
者
共
寛
文
元
年
ニ
右
塚
堀
崩
申
ニ
付
内
々
を
以
色
々
申
理
リ
候
得
共
埼
明
不
申
論
地
候
ニ
付
狐
崎
大
肝
入
平
塚
某

(
名
は
某
と
す
る
。
以
下
同
じ
)
殿
へ
品
々
口
上
書
を
以
御
披
露
仕
候
処
ニ
其
節
御
代
官
大
窪
某
様
及
川
某
様
井
郡
山
菜
様
右
塚
論
御
穿
撃
被
成
置
候
」

(
叩
)
(
傍
点
は
遠
藤
に
よ
る
)
な
ら
び
に
「
何
様
之
品
を
以
掘
崩
申
由
肝
入
惣
五
郎
方
へ
組
頭
を
以
申
違
候
処
惣
五
郎
挨
拶
仕
候
者
村
吟
味
を
以
堀
返
候
」



(
印
加
)
と
あ
る
よ
う
に
肝
入
同
志
の
話
し
合
い
で
は
持
が
明
か
ず
に
、
大
肝
入
に
処
理
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
乙
乙
で
は
大
肝

入
か
ら
代
官
へ
処
理
を
依
頼
す
る
過
程
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
寛
文
八
(
一
六
六
八
)
年
に
は
「
又
以
右
境
塚
堀
崩
畑
ニ
仕
候
間
右
之
品
々

承
候
得
而
茂
小
積
浜
之
者
共
一
円
聞
入
不
申
口
論
-
一
罷
成
候
間
無
是
悲
(
是
非
ヵ
、
遠
藤
に
よ
る
)
口
上
蓄
を
以
右
之
品
申
上
候
得
者
大
肝
入
平
塚
某
殿

小
積
之
者
共
御
穿
撃
被
成
候
得
共
埼
明
不
申
ニ
付
御
代
官
小
室
莱
様
前
回
某
様
御
披
露
ニ
罷
成
大
和
田
某
様
右
境
塚
へ
御
出
被
成
置
先
年
之
通
り
」
〈
的
)

(
傍
点
は
遠
藤
に
よ
る
)
と
あ
る
よ
う
に
、
大
肝
入
段
階
で
処
理
で
き
ず
に
代
官
へ
処
理
を
依
頼
し
た
乙
と
が
わ
か
る
。

川
支
配
違
い
の
紛
争
例

寛
延
二
(
一
七
四
九
)
年
の
小
網
倉
浜
(
狐
崎
組
)
と
大
原
浜
(
十
八
成
組
〉
の
小
漁
で
の
網
位
置
に
関
す
る

紛
争
例
で
は
、
文
書
か
ら
詳
細
は
知
り
得
な
い
が
、
「
右
之
通
此
度
双
方
肝
入
組
頭
井
組
合
肝
入
共
御
立
合
御
見
分
之
上
」
(
山
)
と
あ
る

近世の牡鹿半島における漁業紛争の処理

よ
う
に
両
村
肝
入
・
組
頭
と
狐
崎
組
か
ら
六
カ
村
、
十
八
成
組
か
ら
四
カ
村
各
肝
入
が
紛
争
処
理
に
参
加
し
、

そ
の
結
果
を
狐
崎
組
・
十

八
成
組
両
大
肝
入
に
報
告
し
て
い
る
。
両
大
肝
入
は
「
右
之
通
吟
味
仕
申
合
候
処
双
方
請
合
連
判
を
以
申
出
候
間
御
詮
儀
御
免
被
成
下
度

奉
存
候
」
と
代
官
へ
申
し
出
て
い
る
。
こ
れ
は
、

一
担
代
官
へ
紛
争
処
理
を
願
い
出
た
上
で
の
申
し
出
と
思
わ
れ
る
。

ω第
即
日
段
階
〈
第
五
表
)

寛
文
四
三
六
六
四
)
年
の
大
原
浜
と
給
分
浜
(
い
ず
れ
も
1

ア
八
成
組
)
に
お
け
る
大
綱
と
小
漁
で
の
網
位
置
な
ら
び
に
漁
場
境
界
に
関

「
其
悶
御
代
官
小
関
勘
右
衛
門
前
田
河
助
右
衛
門
方
へ
給
分
浜
よ
り
右
品
々
訴
え
海
々
の
境
を
被
相
立
被
下
置
度
旨
申
出
し
両
浜
の
者

共
に
境
の
様
子
相
尋
被
申
候
得
は
給
分
浜
の
者
共
不
成
申
分
に
て
愈
御
郡
司
衆
へ
相
達
追
て
可
均
明
旨
挨
拶
被
申
」
(
旧
藩
時
漁
業
裁
許
例
)
(
傍
点
は
遠

す
る
紛
争
で
は
、

藤
に
よ
る
)
と
あ
る
よ
う
に
、
代
官
で
は
持
が
明
か
ず
に
御
郡
司
に
達
し
た
乙
と
が
わ
か
る
。

寛
政
九
(
一
七
九
七
)
年
の
佐
須
浜
と
祝
田
浜
の
紛
争
に
お
い
て
は
「
此
度
御
郡
司
様
御
代
官
様
β
被
仰
渡
御
紙
面
之
越
を
以
」
(
山
〉
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と
あ
る
よ
う
に
、
御
郡
司
が
一
紙
を
紛
争
当
事
者
へ
渡
し
た
乙
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
代
官
か
ら
郡
奉
行
(
御
郡
司
)

へ
紛
争
処



116 

理
を
依
頼
す
る
過
程
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
両
事
例
と
も
に
同
一
大
肝
入
支
配
下
の
も
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
肝
入

v
大
肝
入
↓
代
官
↓
郡
奉
行
の
過
程
は
漁
業
紛
争
の
処
理
に
お
い
て
審
級
制
的
な
性
格
を
有
し
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
行
政
機
聞
に
よ
る
審
級
制
的
な
紛
争
処
理
の
一
方
に
お
い
て
、
既
に
数
事
例
を
示
し
た
よ
う
な
他
村
肝
入
の
介
入
に
よ

る
紛
争
処
理
が
あ
る
。

B 

他
村
肝
入
の
介
入
に
よ
る
紛
争
処
理

文
政
十
三
(
一
八
一
二

O
)
年
に
狐
崎
組
十
五
ケ
浜
各
肝
入
が
連
判
で
狐
崎
組
大
肝
入
宛
に
次
の
よ
う
に
申
し
出
て
い
る
。

御
扱
拾
五
浜
五
人
組
合
先
年
被
仰
渡
候
通
浜
割
左
ニ
申
上
候

壱
組

一
、
祝
田
浜
、
小
竹
浜
、
侍
浜
、
竹
浜
、
福
貴
浦

壱
組

一
、
折
浜
、
月
浦
、
荻
浜
、
牧
浜
、
小
網
倉
浜
(
2
u

、

清
水
田
浜

壱
組

一
、
桃
浦
、
狐
崎
浜
、
小
積
浜
、
田
代
浜
、
佐
須
浜

右
之
通
何
方
浜
ニ
而
公
事
争
論
等
有
之
節
は
右
組
合
之
浜
之
肝
入
共
寄
合
相
成
候
丈
者
吟
味
内
済
ニ
仕
御
上
様
御
苦
労
不
罷
成
候
様
浜
浜
組
合
相
定
連

判
を
以
此
段
如
斯
申
上
候
以
上

文
政
十
三
年
十
五
ケ
浜
各
肝
入
連
判

大
肝
入

平
塚
雄
五
郎
殿

右
の
よ
う
に
五
人
組
合
の
組
分
け
が
定
め
ら
れ
た

a〉
。
乙
れ
は
近
世
村
落
内
で
の
家
単
位
の
五
人
組
と
は
異
な
り
、
村
単
位
の
も
の
で

あ
る
。
そ
の
内
容
を
み
る
と
、
公
事
争
論
等
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

乙
の
組
合
の
肝
入
共
が
寄
り
合
い
、
内
部
で
解
決
し
、
御
上
様
に
は



苦
労
を
か
け
な
い
よ
う
に
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
吟
味
内
済
ニ
仕
」
と
あ
る
乙
と
か
ら
も
五
人
組
合
は
紛
争
処
理
を
内
済
に
い
て
解

決
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

紛
争
当
事
者
で
は
な
い
村
か
ら
肝
入
が
紛
争
処
理
に
参
加
し
た
事
例
を
、
村
名
お
よ
び
参
加
し
た
旨
が
記
さ
れ
た
も
の
に
限
り
整
理
す

る
と
第
六
表
の
よ
う
に
な
る
。
寛
永
二
十

(
一
六
四
四
)
年
か
ら
嘉
永
七
(
一
八
五
四
)
年
ま
で
に
二
十
一
例
あ
り
、

こ
の
う
ち
五
人

組
合
の
文
字
が
現
わ
れ
る
の
は
、

の
三
例
の

ロ
番
(
寛
政
九
年
の
例
)
お
よ
び
同
番
(
文
化
四
年
の
例
)
、

加
番
(
文
化
十
三
年
の
例
)

み
で
あ
る
。
乙
れ
に
よ
り
前
述
の
五
人
組
合
に
関
す
る
文
書
一
は
文
政
十
三
(
一
八
三

O
)
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
逆
の
ぼ
っ
て
寛
政
九

(
一
七
九
七
)
年
に
は
既
に
五
人
組
合
が
存
在
し
て
い
た
乙
と
が
わ
か
る
。

近世の牡鹿半島における漁業紛争の処理

(
祝
田
浜
・
小
竹
浜
:
:
:
福
貴
浦
)
、

B

(
折
浜
・
月

ω寛
政
九
年
以
後

前
述
の
文
政
十
三
年
で
の
五
人
組
合
の
組
分
け
を
仮
り
に

A

浦
:
:
:
小
網
倉
浜
、
清
水
田
浜
)
、

C

(
桃
浦
・
狐
崎
浜
:
:
:
佐
須
浜
)
と
し
て
各
事
例
に
当
て
は
め
て
み
る
。

同
五
人
組
合
の
文
字
が
み
ら
れ
る
場
合

ロ
番
(
寛
政
九
年
の
例
)
を
み
る
と

(
第
六
表
)
、
祝
田
浜
凶
と
佐
須
浜
仰
の
紛
争
に
処
理
と
し

て
介
入
し
た
の
は
、
小
竹
浜
凶
、
月
浦
田
、
荻
浜
岡
、
牧
浜
岡
、
狐
崎
浜
似
の
五
カ
村
で
、

そ
の
内
訳
は

A
・
B
-
C
が
(
一
・
三
・
一
)

の
割
合
と
な
る
。
同
様
に
し
て
四
番
(
文
化
四
年
の
例
)
で
は
A
と
C
の
紛
争
に
三
カ
村
が
(
一
・
二
・

O
)
の
割
合
で
介
入
し
、

加
番

狐
崎
組
か
ら
は
三
カ
村
が
(
一
・
一
・
一
)

の
割
合
で
介
入

(
文
化
十
三
年
の
例
)
で
は
福
貴
浦
凶
と
狐
崎
組
以
外
の
村
と
の
紛
争
に
、

し
て
い
る
。

四
番
(
文
化
十
二
年
の
例
)
で
は

A
と
C
の
紛
争
に
七
カ
村
が
(
二
・
三
・
ニ
)

の
割
合
で
介

川
五
人
組
合
の
文
字
が
み
ら
れ
な
い
場
合

乱
番
(
嘉
永
七
年
の
例
)
で
は
竹
浜
凶
と
荻
浜
岡
牧
浜
岡
小
積
浜
似
の
紛
争
に
二
カ
村
が
(
一
・
一
・

O
)
の
割
合
で
介
入
し
て
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第6表 f也村肝入の介入例

穴1t?Alc A BICIBIAIBICIBIAICIAIBIC 

祝!佐|吋
1 寛永21 (1644) O O × × 

2 寛文 1 (1661) O O × × O O 

3 寛文 8 (1668) O × × O O 

4 宝永6 (1709) O O O O O × × O O O 

5 享保4 以前 × × O • O 

6 享保4 (1719) × × O O O O O O O O O 

7 享保11 (1726) O O O O × × O O O 

8 享保16 (1731) O O × × O O O O O O 

9 元文 2 (1737) × × O O O 

10 寛保 2 (1742) × × O O O 

11 延享 3 (1746) × × O O O 

12 寛延 2 (1749) O O O O O O × 

13 宝暦 2 (1752) O O × O O 

14 安永 2 (1773) × × O O O O O 

lf; 安永 2 (1773) × O × O 010 O 

介入者
(A，B，C) 

(1. 1. 0) 

(2. 1. 1) 

(1. 1. 1) 

(3. 2. 2) 
(3. 3. 2) 

(0. 1. 3) 

(2. 5. 2) 

(3. 2. 2) 

(3. 2. 3) 

(1. 1. 1) 

(1. 1. 1) 

(1. 1. 1) 

(1. 4. 1) 

(0. 2. 2) 

(1. 2. 2) 

(1. 2. 2) 
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118， 123 
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〉
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日
河
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了
品
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M
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U
N
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4
4
A
W
U
U
凶
畑
氏
向
日
U
V
H
H
Y

ゆ
パ
点
昨
今
〉
作
「
汁
。

五
人
組
合
が
既
に
存
在
し
た
寛
政
九
年
以
後
の
内
済
に
お
い
て
は
、
介
入
者
は
、
紛
争
当
事
者
と
同
じ
五
人
組
合

先
ほ
ど
の

A
・
B
-
C
の
組
分
け
を
そ
の

6
番
(
享
保
四
年
の
例
)
を
み
る
と
(
第
六
表
)
、
祝
田
浜
凶
と
佐
須
浜
似
の
紛
争
に
九
カ
村
が
つ
一
・
五
・
二
)
の
割
合
で
介
入
し

包

u
C
E
U
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、

ω寛
政
九
年
以
前
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た
。
乙
の
紛
争
の
処
理
過
程
に
お
け
る
、
紛
争
当
事
者
と
介
入
者
と
の
問
答
形
式
の
文
書
を
整
理
し
た
も
の
が
第
七
表
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
当
事
者
双
方
が
大
肝
入
に
申
し
出
た
内
容
に
は
相
互
に
矛
盾
す
る
と
乙
ろ
が
あ
る
た
め
、
介
入
し
た
他
村
肝
入
共
が
両
当
事
者
に
伺
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ミ主g 

辺国青
2主主主

洋
漏
出
司
箇
怠
鴨
川
川
相
同
州

M
m
u
N
嚇
(
減
税
↑
制
中
界
同
財
務
十
時
時
辺
誠
同
護
団
鄭
汽
し
μ
向

日

)

×

持

持

品

中

川

出

倒

的

O

K
ザ
〉
鵡

い
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
紛
争
の
概
略
は
、
祝
田
浜
が
製
塩
等
で
し
ば
ら
く
休
止
し
て
い
た
大
網
を
小
竹
浜
の
者
を
数
名
雇
い
入
れ
て
再

建
し
よ
う
と
す
る
が
、

そ
の
大
網
漁
場
は
近
年
佐
須
浜
が
使
用
し
て
お
り
、

そ
の
漁
場
の
利
用
権
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
第

七
表
に
お
い
て
1
番
か
ら
7
番
ま
で
全
体
を
通
し
て

B
の
四
カ
村
の
参
加
が
目
立
つ
。
そ
し
て
、

4
・
5
・
6
呑
の
祝
白
浜
凶
お
よ
び
小

竹
浜
凶
と
介
入
者
と
の
問
答
で
は
、

(
二
・
四
・
二
)
(
一
・
四
・
二
)
(
二
・
四
・
二
)
と
の
割
合
で
他
村
肝
入
が
参
加
し
た
。

一方、

1
・
2
・
3
番
の
佐
須
浜
削
と
の
問
答
で
は
、
(
一
戸
了
四
・

O
)
(一
二
・
四
・

O
)
(三
・
四
・
一
)
の
よ
う
に
均
衡
を
欠
く
場
合
も
あ
っ
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B 

29 2 C 

99 5 40 31 8 計

た
。
し
か
る
に
総
じ
て

A
-
B
・
C
三
組
の
意
味
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
逆
の
ぼ
っ
て
第
六
表
に
戻
り
、

2
番
(
寛
文
元
年
の
例
)
で
は
荻
浜
国
と
小
積

浜
削
の
紛
争
に
(
二
・
一
・
一
〉
の
割
合
で
四
カ
村
が
介
入
し
、

3
番
(
寛
文
八
年
の

例
)
で
は

B
と
C
の
紛
争
に
(
一
・
一
・
一
)
の
割
合
で
三
カ
村
が
参
加
し
て
い
る
。
そ

し
て
1
番
(
寛
永
二
十
一
年
の
例
)
で
は

A
と
B
の
紛
争
に
(
一
・
一
・

O
)
の
割
合
と

な
っ
て
い
る
。

以
上
の
乙
と
か
ら
、
寛
政
九
年
以
前
に
五
人
組
合
が
存
在
し
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
少
く
と
も
紛
争
当
事
者
と
介
入
者
と
の
関
係
を
把
え
る
限
り
に
お
い
て
文
政
十

三
年
当
時
の
五
人
組
合
、
三
組
の
組
分
け
は
、
近
世
の
早
い
時
期
か
ら
意
味
を
有
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

寛
政
九
年
以
前
・
以
後
に
分
け
て
他
村
肝
入
の
介
入
と
い
う
事
実
を
示
し
た
が
、

そ
の

介
入
様
式
に
は
全
期
を
通
じ
て
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
A
・
B
-
C
の
組

分
け
の
意
味
を
さ
ら
に
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

A
・
B
-
C
各
組
聞
の
介
入
・
被
介
入
関
係
(
以
下
介
入
関
係
と
す
る
)
を
み
る
と
、

A
か
ら
B
に
は
延
十
八
カ
村
が
介
入
し
、
逆
に

B
か
ら

A
に
は
延
三
十
八
カ
村
が
介
入
し

た
。
こ
れ
を
A
↑
B

(
国
↑
却
)
と
表
示
す
る
と
、
同
様
に

B
↓
C
(
却
↓
臼
)
、

C
↑
A
 

(
却
↑
お
)
と
な
る
。

B
の
諸
村
が

A
・
C
の
諸
村
に
介
入
す
る
率
が
高
か
っ
た
乙
と
を
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(介入・被介入回数が以下のものに限る

5-0， 5-1， 4ー 0，4-1， 3ー 0)

ω介
入
様
式
か
ら
み
た
村
関
係

一
不
す
が
、
換
言
す
れ
ば
、

A
対
C
の
紛
争
に

B
が
介
入
す
る
乙
と
が
多
か
っ
た
乙
と
に
な
る
(
第

八
表
)
。

一方的な介入関係

そ
し
て
狐
崎
組
十
五
カ
村
の
各
組
分
け
の
配
置
を
み
る
と
、
海
岸
線
に
沿
っ
て
隣
接
す
る
村
は

必
ず
別
の
組
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
紛
争
は
ほ
ぼ
隣
接
村
聞
に
生
じ
る
た
め
に
、
当
然

の
帰
結
と
し
て

A
l
A
、
B
1
B
、
c
l
C
と
い
う
紛
争
は
発
生
し
な
い
乙
と
に
な
る
。
第
八
表

に
示
し
た
紛
争
例
は
第
六
表
の
二
十
一
事
例
に
限
っ
た
も
の
で
あ
り
、
全
紛
争
例
(
第
四
表
)
を

第3図

考
慮
し
て
も
、

A
組
内
で
生
じ
た
一
例
(
第
八
表
)
を
除
き
A
・
B
-
C
各
内
で
の
紛
争
は
生
じ

て
い
な
い
。

乙
れ
に
よ
っ
て

A
・
B
-
C
の
組
分
け
は
か
な
り
現
状
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る

前
述
の
二
十
一
事
例
か
ら
一
村
当
平
均
介
入
回
数
(
他
村
の
紛
争
に
介
入
し
た
回
数
)
は
六
、
六
回
、
被
介
入
回
数
(
自
村
の
紛
争
処

理
に
他
村
か
ら
介
入
さ
れ
た
回
数
)
は
二
、
七
回
と
な
る
(
第
六
表
)
。
乙
れ
に
は
牧
浜
・
狐
崎
浜
の
よ
う
に
介
入
回
数
が
被
介
入
回
数

に
比
し
て
非
常
に
多
い
村
が
あ
る
一
方
で
、
小
積
浜
・
佐
須
浜
の
よ
う
に
被
介
入
回
数
が
多
い
村
も
あ
っ
た
。

乙
の
介
入
関
係
を
個
々
の
村
相
互
の
関
係
と
し
て
整
理
す
る
と
第
九
表
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
管
見
の
資
料
の
み
に
基
く
結
果
で
あ

る
た
め
、
将
来
補
正
さ
れ
る
べ
き
余
地
を
残
す
も
の
で
あ
る
が
、
現
段
階
に
て
介
入
収
支
(
今
〉
国
蝉
l
対
今
、
f
E蝉
)
の
大
小
に
よ
り

次
の
二
類
型
を
見
い
出
せ
る
と
思
う
。
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ミド IcIAIBlcIBIAIBlcIBIAlcIAIBlcl~1
祝 I~I小竹|折|桃 i 月|侍|荻|小積|牧|竹 l 狐|福 l吋回

1 1 2 2 1 8 

C 佐 1 1 2 2 1 8 

A小竹 1 1 1 1 3 1 14 

B 折 1 2 1 1 1 1 1 2 2 13 

C 桃 1 1 1 1 1 1 6 

B 月 2 3 1 1 2 1 11 

A 侍 1 1 1 1 4 

B 荻 4 3 1 1 1 1 2 1 15 

ci小積 l 1 2 2 1 1 8 

B牧 4 5 3 2 2 4 4 1 l 2 1 29 

A 竹 3 2 1 2 2 2 2 1 15 

C 狐 4 5 3 1 1 4 4 2 1 25 

A ネ冨 I 2 1 3 3 1 3 2 l 17 

B 小網 1 1 1 1 2 2 1 9 

C 田 1 2 1 1 l 1 7 

計 1241291151 1
15

1
15

1 118 118 110 1 21 111 1 7 I 6 1 

関入介と
旬、
、ー村第 9表

同
一
方
的
な
介
入
関
係
(
第
三
図
)

第 6表の21事例にもとづく

介
入
収
支
三
以
上
の
も
の
に
限

っ
た
。
狐
(
狐
崎
浜
)
は
小
積

(
小
積
浜
)
に
四
回
介
入
し
た
が
、

小
積
は
狐
に
一
回
の
み
介
入
し
、

両
村
の
介
入
関
係
は
狐

v
小
積

(
4
l
v
1
)
と
い
う
一
方
的
な
も
の

と
な
る
。
狐
と
佐
(
佐
須
浜
)
の

介
入
関
係
は
狐
↓
佐

(
5
↓
O
)

と
な
る
。

川
相
互
的
な
介
入
関
係
(
第
四
図
)

介
入
収
支
が

O
お
よ
び
一
で
、

し
か
も
総
介
入
・
被
介
入
回
数
が

一
以
上
の
も
の
に
限
っ
た
。
祝

(
祝
田
浜
)
と
月
(
月
浦
)
は
互

い
に
二
回
ず
つ
介
入
し
合
っ
て
お

り
、
介
入
関
係
は
祝
l
月

(
2
1
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(介入・被介入回数が以下のものに限る

3-2， 2-2， 2-1) 

2
)
と
相
互
的
な
も
の
に
な
る
。
同
様
に
、
竹
(
竹
浜
)
|
荻
(
荻
浜
)
お
よ
び
竹
|
月
は

各
々

(
2
1
2
)
で
あ
り
、
竹
l
佐
お
よ
び
竹
|
小
積
は
各
々

(
2
1
1
)
の
介
入
関
係
と

相互的な介入関係

な
る
。以

上
か
ら
、
狐
崎
浜
・
牧
浜
の
よ
う
に
数
カ
村
に
対
し
て
一
方
的
に
介
入
し
た
村
が
、
反

面
で
は
相
互
的
な
介
入
関
係
を
も
他
村
と
結
ん
で
い
る
乙
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、

方
的
に
介
入
を
受
け
る
側
で
あ
っ
た
小
積
浜
・
佐
須
浜
や
、

一
方
的
介
入
を
す
る
と
同
時
に

第4図

他
か
ら
一
方
的
介
入
を
受
け
た
荻
浜
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
相
互
的
な
介
入

関
係
を
ほ
か
の
諸
村
と
結
ん
だ
。

紛
争
に
よ
り
、

ど
の
村
が
介
入
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
「
先
年
佐
須
浜
之
者
共
網
立
所
相

違
之
由
ニ
市
小
竹
浜
ぷ
出
入
申
然
双
方
ぷ
右
之
品
其
之
節
之
大
肝
入
平
塚
庄
兵
衛
殿
申
出
候

ニ
付
牧
浜
介
入
某
〈
某
は
遠
藤
に
よ
る
)
田
代
浜
肝
入
某
狐
崎
介
入
某
井
同
浜
組
頭
某
右
之
者
共
庄
兵
衛
方
ぷ
申
付
右
大
網
建
所
見
分
ニ

差
遣
申
候
」
(
山
)
(
傍
点
は
遠
藤
に
よ
る
)
と
あ
り
、
あ
る
い
は
「
大
肝
入
衆
御
吟
味
を
以
:
:
:
右
四
人
見
分
ニ
被
指
遺
右
大
網
建
所
見

分
之
上
相
極
申
候
」
(
川
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
大
肝
入
が
決
定
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
他
の
事
例
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

な
お
、
他
村
肝
入
の
介
入
事
例
は
近
世
大
阪
湾
に
お
い
て
も
み
ら
れ
(
野
村
一
九
五
六
、

五
八
)
、
介
入
関
係
か
ら
把
え
た
村
相
互
の

結
び
つ
き
が
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
の
か
、
今
後
の
課
題
と
な
る
(
近
世
の
内
済
に
お
い
て
は
扱
人
の
介
入
が
一
般
的
に
み
ら
れ
た
が

C 

内
済
に
つ
い
て

本
稿
で
は
漁
業
紛
争
の
場
合
に
限
っ
た
)
。



近
世
民
事
裁
判
の
特
徴
と
し
て
内
済
が
あ
る
〈
小
早
川
一
九
四
一
他
)
。
内
済
の
意
味
は
ほ
ぼ
幕
藩
法
の
研
究
か
ら
「
判
決
に
よ
ら
な

い
争
訴
解
決
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
(
金
田
一
九
二
八
、
小
早
川
一
九
四
一
、
高
柳
一
九
四
一
、

大
竹
一
九
五
一
、

石
井
一
九
五
九
)
。

仙
台
藩
の
牡
鹿
半
島
に
お
け
る
漁
業
紛
争
の
処
理
に
お
い
て
は
、
「
公
事
争
論
等
有
之
節
は
右
組
合
之
浜
之
肝
入
共
寄
A
口
相
成
侯
丈
者
吟

味
内
済
ニ
仕
御
上
様
御
苦
労
不
罷
成
候
様
」
(
沼
)
(
傍
点
は
遠
藤
に
よ
る
)
と
あ
る
よ
う
に
、
五
人
組
合
(
他
村
肝
入
)
の
介
入
に
よ
っ

て
紛
争
を
解
決
し
御
上
様
に
苦
労
を
か
け
な
い
こ
と
、

を
も
っ
て
内
済
と
称
し
た
。
内
済
の
語
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は

乙
の
他
に
二
例
あ
る
。
い
ず
れ
も
竹
浜
と
狐
崎
浜
の
紛
争
に
関
す
る
も
の
で
、
寛
政
五
(
一
七
九
二
己
年
に
「
取
扱
人
-
一
相
任
セ
和
睦

仕
候
」
(
凶
)
と
あ
り
、
文
化
四
(
一
八

O
七
)
年
に
「
五
人
組
肝
入
中
立
合
仕
候
」
(
川
)
と
あ
る
よ
う
に
、
他
村
肝
入
の
介
入
に
よ
っ

近世の牡鹿半島における漁業紛争の処理

て
解
決
し
た
こ
と
を
「
内
済
ニ
相
片
付
」
(
川
・
山
)
と
称
し
て
い
る
。

内
済
と
は
称
せ
ず
と
も
「
五
人
組
合
肝
入
衆
御
立
合
」
、
「
当
浜
々
肝
入
衆
御
引
添
内
見
分
被
成
下
候
」

(
m
-
m
・
印
)
の
よ
う
に
内

済
と
ほ
ぼ
同
義
の
内
容
を
仲
済
(
中
済
)
(
印
・
間
・
印
)
も
し
く
は
中
策
(
川
・

m
・
山

-
m
-
m
-
m
-
間
・
山
口
家
文
書
)

の
語

を
用
い
て
示
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
享
保
四
(
一
七
一
九
)
年
か
ら
嘉
永
七
(
一
八
五
四
)
年
に
至
る
ま
で
現
わ
れ

る
。
し
か
も
「
狐
崎
組
大
肝
入
血
液
御
立
合
御
中
済
之
上
」
(
山
)
の
よ
う
に
大
肝
入
の
直
接
参
加
に
対
し
て
も
中
済
(
出
)
や
中
策
(
削
)

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
内
済
・
仲
済
(
中
済
)
・
中
策
の
語
を
使
用
せ
ず
に
ほ
ぼ
同
一
内
容
を
示
す
事
例
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い。
こ
の
よ
う
に
、
現
段
階
で
は
内
済
・
仲
済
(
中
済
)

-
中
策
を
明
確
に
定
義
づ
け
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
牡
鹿
半
島
に
お
け
る
前
述
の

如
き
内
済
の
説
明
は
、
内
済
の
語
が
現
わ
れ
た
三
例
を
資
料
と
し
て
限
つ
て
の
も
の
で
あ
る
。
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五
、
結

語

本
稿
の
目
的
は
、
近
世
の
牡
鹿
半
島
を
例
に
、
漁
業
紛
争
の
処
理
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
処
理
過
程
に
お
い
て
村
落
間
関
係
を
考
察
す

る
乙
と
に
あ
っ
た
。

狐
崎
組
十
六
カ
村
は
戸
数
五

O
戸
以
下
の
小
村
が
多
く
、
大
網
や
小
漁
等
の
漁
業
活
動
を
営
ん
だ
。
乙
の
小
村
が
、
大
別
し
て
網
位
置

と
漁
場
境
界
に
関
す
る
漁
業
紛
争
を
頻
繁
に
惹
起
し
た
。
ほ
ほ
近
世
村
落
が
漁
業
紛
争
の
単
位
で
あ
る
乙
と
か
ら
、
共
同
体
的
性
格
は
小

村
で
は
あ
れ
近
世
村
落
内
(
外
で
は
な
い
)
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
た
。
し
か
し
、
共
同
体
的
性
格
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い

て
は
本
稿
で
は
触
れ
得
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
紛
争
の
処
理
は
肝
入
↓
大
肝
入
↓
代
官
↓
郡
奉
行
と
い
う
行
政
担
当
者
の
順
に
審
級
制
的
な
性
格
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
た
乙

と
を
示
し
た
。

一
方
に
お
い
て
紛
争
処
理
は
五
人
組
合
(
狐
崎
組
十
六
カ
村
各
肝
入
が
構
成
)
に
よ
り
、
大
肝
入
以
下
の
レ
ベ
ル
で
内
済

に
て
処
理
さ
れ
た
。
乙
の
他
村
肝
入
の
介
入
を
村
相
互
の
介
入
・
被
介
入
関
係
と
し
て
整
理
し
た
結
果
、

一
方
的
お
よ
び
相
互
的
と
い
う

二
つ
の
村
落
間
関
係
の
タ
イ
プ
が
見
い
出
さ
れ
た
。

i主

(

1

)

紛
争
が
社
会
集
団
の
統
一
に
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
辺
自
自
己

(
H
S
3
が
指
摘
し
((U22
に
よ
れ
ば
日
目
50-
以
前
に
も
指
摘
者
が
あ

っ
た
と
い
う
)
、
そ
れ
は
の
g
R
G
8
3
に
よ
っ
て
「
外
集
団
と
の
闘
争
は
集
団
内
凝
集
性
を
強
め
る
」
(
新
睦
人
訳
に
よ
る
)
と
い
う
一
命
題

が
設
定
さ
れ
た
。
集
団
内
の
性
質
を
外
集
団
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
点
に
お
い
て
、
本
稿
は
視
点
を
同
じ
く
す
る
・
も
の
で
あ
る
。

(

2

)

小
網
倉
浜
と
清
水
凹
浜
は
村
高
・
戸
数
等
の
記
載
が
別
々
の
近
世
村
落
で
あ
り
な
が
ら
漁
業
紛
争
関
係
の
文
書
に
は
小
網
倉
浜
を
も
っ
て
両
者



を
意
味
す
る
場
合
が
多
く
、
狐
崎
組
十
六
ケ
村
は
狐
崎
組
十
五
ケ
浜
と
も
い
わ
れ
る
。
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雄
「
紛
争
と
役
割
過
程
付

l
紛
争
解
決
過
程
の
社
会
的
位
置
づ
け

l
」
法
学
論
叢
、
百
一
|
四
、
一
九
七
七
、
一

J
二
九
頁

(
犯
〉
棚
瀬
孝
雄
「
紛
争
と
役
割
過
程
同
|
紛
争
解
決
過
程
の
社
会
的
位
置
づ
け
|
」
法
学
論
叢
、
百
一
Ea--

五
、
一
九
七
七
、
一

J
三
O
頁

(
却
〉
棚
瀬
孝
雄
「
紛
争
と
役
割
過
程
同
完
|
紛
争
解
決
過
程
の
社
会
的
位
置
づ
け
|
」
法
学
論
叢
、
百
一
ー
ー
六
、
一
九
七
七
、
一

J
二
九
頁

(
必
)
千
葉
正
士
「
紛
争
お
よ
び
紛
争
処
理
研
究
上
の
問
題
点
1

理
論
的
研
究
の
準
備
の
た
め
に
|
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
、
八
|
二
、

六
八
、
三
一

J
八
六
頁

(
4
)

千
葉
正
土
「
法
と
紛
争
の
相
対
性
l
「
紛
争
と
秩
序
の
連
続
性
」
理
論
よ
り
|
」
(
『
法
理
学
の
諸
問
題
、
加
藤
新
平
教
授
退
官
記
念
』
有
斐
閣
、

一
九
七
六
)
一
五
四
|
一
七
五
頁

(
必
〉
千
葉
正
士
「
紛
争
理
論
研
究
の
意
義
と
動
向
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
、
十
八
l
十
二
、
一
九
七
八
、
三
三
J
五
九
頁

(
必
)
成
田
弘
成
「
ニ
ュ

l
ギ
ニ
ア
の
伝
統
的
社
会
に
お
け
る
紛
争
と
交
換
」
民
族
学
研
究
、
四
四
、
一
九
七
九
、
二
八
九

t
三
O
八
頁

(
必
)
農
商
務
省
『
旧
藩
時
漁
業
裁
許
例
』
大
日
本
水
産
会
、
一
八
九
五
、
一

O
六
J
一
O
八
頁

(
必
)
野
村
豊
『
近
世
漁
村
史
料
の
研
究
l
大
阪
湾
沿
岸
漁
村
学
術
調
査
報
告
|
』
三
省
堂
、
一
九
五
六
、
四
九
九
頁

(
必
)
野
村
豊
『
漁
村
の
研
究
l
近
世
大
阪
の
漁
村
l
』
三
省
堂
、
一
九
五
八
、
三
九
八
頁

(
幻
)
服
部
一
馬
「
房
州
見
物
村
の
採
藻
慣
行
|
漁
村
に
お
け
る
共
同
体
的
規
制
|
」
常
民
文
化
研
究
、
六
九
、
日
本
常
民
文
化
研
究
所
、

四
‘
二

O
一
l
一
二
二
頁

(
川
叩
)
羽
原
双
吉
『
日
本
漁
業
経
済
史
』
岩
波
書
応
、
一
九
五
三
J
五
五
年

(
必
〉
風
土
記
御
用
書
出
(
宮
城
県
史
二
十
六
、
石
巻
市
史
五
所
収
)

(
印
)
封
内
風
土
記
(
仙
台
叢
書
所
収
)

(
剖
)
宮
城
県
水
産
試
験
場
『
宮
城
県
漁
業
基
本
調
査
報
告
室
百
』
、
一
、
一
九
O
九
、
二
六
l
七
九
頁

(
回
)
宮
城
県
地
誌
掛
『
陸
前
国
牡
鹿
郡
地
誌
』
一
八
八
一

J
八
七
年
頃

(
臼
)
宮
城
県
史
編
纂
委
員
会
『
文
部
省
史
料
館
所
蔵
牡
鹿
郡
狐
崎
文
書
目
録
』
一
九
五
三
、

、

一
O
五
l
一二九

一
九
五
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一O
七
頁
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(
町
山
)

(

出

)

(

回

)

山
口
和
雄
『
日
本
漁
業
経
済
史
研
究
』
北
隆
館
、
一
九
四
八
、
三
八

O
頁

吉
川
博
康
「
近
世
東
伊
豆
海
域
に
お
け
る
入
会
漁
場
係
争
と
稲
取
村
の
立
場
」
人
文
地
理
、
十
五
、
一
九
六
三
、
六
四
五
J
六
五
四
頁

渡
辺
為
吉
「
大
網
・
大
敷
網
・
台
網
漁
業
調
査
報
告
」
(
『
農
商
務
省
水
産
局
水
産
調
査
報
告
』
十
一
|
一
、
一
九

O
一
〉
一

t
一
O
六
頁




